







神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給に係る
一般競争入札






提出資料様式













令和８年５月

神奈川県企業庁



様式リスト

	使用時期
	様式番号
	様式名

	参加申込

	様式１
	入札参加申込書兼誓約書
　※押印を行う場合は代表者印を押印

	
	様式２
	事業者の概要


	
	様式３
	入札参加資格確認書


	
	　
	事業者の概要を記載したパンフレット（ない場合は会社HP）

	
	
	最近３年間の電灯電力等販売実績が分かる資料（発受電月報等）

	
	様式４
	神奈川県暴力団排除条例に係る誓約書

	入　　札
	様式５
	入札書
　※押印を行う場合は代表者印を押印

	質　　問
	様式６
	質問書


	辞　　退
	様式７
	辞退届
　※押印を行う場合は代表者印を押印

	疑義申立
	様式８
	苦情申立書







（様式１）
入札参加申込書兼誓約書
令和８年　　月　　日

神奈川県公営企業管理者
企業庁長　　　　　　　殿



住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　



「神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給に係る一般競争入札」の入札参加資格確認書（様式３）に記載する参加資格要件をすべて満たしていることを誓約し、参加申込みします。
　必要な資格を満たしていないことが判明したときは、入札が失格となっても異議を申し立てません。
　また、本件参加により知り得た情報は、本件入札のみに使用し、第三者に開示漏洩しません。





連絡先
	所属部署名
	


	責任者及び　担当者名
	


	電　話
	

	電子メール
	




（様式２）
事業者の概要
	事業者名
	

	法人番号
	

	代表者役職氏名
	

	本社所在地
	

	本業務担当事業所の所在地
	

	設立年月日
	

	資本金
	

	年間売上高
	

	従業員数
	

	事業内容
	


　　※この用紙とは別に、事業者の概要を記載したパンフレットがある場合は提出すること。
　　　なお、パンフレットが無い場合については、会社ＨＰの会社案内でも構いません。
　

（様式３）
入札参加資格確認書
	事業者名
	

	小売電気事業者
登録番号
	

	小売電気事業者
登録年月日
	

	電力販売量実績
	　　年　月　～　　年　月　実績［　　　　　　　kWh］
内神奈川県内における実績［　　　　　　　kWh］（参考）

※対象年月の電灯電力等需要実績が分かる資料（発受電月報等）を別途添付すること。
※令和元年度から令和７年度の内３年分の実績が契約期間平均予定受給電力量以上あること。
※神奈川県内における電気の販売実績があること。

	参加資格要件
確認事項
	□　電気事業法第２条の２に規定する小売電気事業者であること。
□　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
□　会社更生法に基づき更生手続き開始の申立て又は民事再生法に基づき民事再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
□　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条に定める納付金を期限までに納付せず、さらに督促状により指定された期限までに納付しなかったため、同法第34条第４項に基づき国から事業者名を公表された者でないこと。
□　直近の事業年度の法人税、消費税及び地方消費税並びに神奈川県に納税義務を有する場合は法人事業税に未納がないこと。
□　神奈川県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等、暴力団経営支配法人等又はこれらの者と密接な関係を有するものと認められる者でないこと。
□　神奈川県の指名停止期間中の者でないこと。



· 参加資格要件確認事項は、要件を満たしている場合に□にチェックマークを記入すること。
· 小売電気事業者登録は、記載内容について、経済産業省資源エネルギー庁ホームページの「登録小売電気事業者一覧」で確認する。





（様式４）

神奈川県暴力団排除条例に係る誓約書
令和　　年　　月　　日

神奈川県公営企業管理者
企業庁長　　　　　　　殿



住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　（代表者印）　



「神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給」について、神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第２条２号から５号に該当する者及びこれらのものと密接な関係を有する者に該当しないことを誓約します。
また、神奈川県企業庁が、上記内容を確認するため、本様式に記載された情報を神奈川県警察本部に照会することについて異議ありません。
なお、代表者以外に記載した者についても、個人情報の提供及び神奈川県警察本部への照会について本人の同意を得ております。




神奈川県暴力団排除条例（抜粋）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（略）
(2) 暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等　暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。
(5) 暴力団経営支配法人等　法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。
（略）


１　申請者
	（ﾌﾘｶﾞﾅ）
代表者氏名
	生年月日
(明治M､大正T､昭和S､平成H)
	性別
(男･女)
	住所

	
	
	
	



２　法人役員（取締役、執行役、監査人、監査法人等）
	役職名
	（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏　名
	生年月日
(明治M､大正T､昭和S､平成H)
	性別
(男･女)
	住所

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（様式５）
入　札　書
令和８年　　月　　日

神奈川県公営企業管理者
企業庁長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　件名：神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給に係る一般競争入札
２　入札金額［一般水力発電所に対する１kWh当たりの買取単価］
	
	
	円
	
	銭

	
	
	
	
	


※消費税相当額及び発電側課金相当額を除く

３　入札金額［揚水式発電所に対する年間固定価格］
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	円

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※消費税相当額及び発電側課金相当額を除く

令和８年　月　日付け入札公告に係る神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給に係る一般競争入札に関して、契約条項を承認の上、神奈川県公営企業財務規程を遵守し、入札いたします。

連絡先
	所属部署名
	


	責任者及び　担当者名
	


	電　話
	

	電子メール
	




（様式６）
質　問　書
令和８年　　月　　日

　神奈川県企業庁企業局利水電気部発電課　行

住　所
名　称
代表者


「神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給に係る一般競争入札」について、以下のとおり質問します。
連絡先
	所属部署名
	


	責任者及び
担当者名
	


	電　話
	

	電子メール
	



	質問項目
	質　問　内　容

	(入札公告　兼　入札説明書
　　ページ　　行目)
	

	(電力受給契約書
　　ページ　　行目)
	

	(仕様書　　　 ページ　　行目)

	


· 質問は、簡潔かつ具体的に記入すること。
· 質問項目が複数ある場合は、適時欄を増やして記入すること。


（様式７）
 辞 退 届
令和８年　　月　　日

神奈川県公営企業管理者
企業庁長　　　　　　　殿

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　


「神奈川県営発電所（相模発電所ほか10箇所）の電力受給に係る一般競争入札」に参加を申し込みましたが、以下の理由により辞退します。

辞退理由
	


　　　　　　　　　　　　　　連絡先
	所属部署名
	


	責任者及び　担当者名
	


	電　話
	

	電子メール
	









（様式８）
苦情申立書
　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　殿

１　苦情申立者の住所及び指名
　　住所　
　　電話

　　商号又は名称
　　代表者氏名



２　苦情申立ての対象となる入札件名　
　　




３　不服のある事項




４　３の主張の根拠となる事項











